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(57)【要約】
【課題】簡便に医用情報を提供することである。
【解決手段】実施形態に係る医用システムは、医用装置
と、第１端末とを含む。医用装置は、医用情報を保持す
る。第１端末は、前記医用装置と前記医用情報を送受信
可能に通信接続し、アクセスポイントの機能を有し、前
記アクセスポイントの識別情報を含む第１コードを表示
する。前記第１端末は、前記第１コードを読み取った第
２端末と医用情報を送受信可能に通信接続する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用情報を保持する医用装置と、
　前記医用装置と前記医用情報を送受信可能に通信接続し、アクセスポイントの機能を有
し、前記アクセスポイントの識別情報を含む第１コードを表示する第１端末と、
　を含み、
　前記第１端末は、前記第１コードを読み取った第２端末と医用情報を送受信可能に通信
接続する、
　医用システム。
【請求項２】
　前記第１端末は、前記医用装置から転送された医用情報を記憶部に記憶させ、記憶させ
た前記医用情報を前記第２端末に転送する、請求項１に記載の医用システム。
【請求項３】
　前記第１端末は、前記第２端末から転送された医用情報を記憶部に記憶させ、記憶させ
た前記医用情報を前記医用装置に転送する、請求項１又は２に記載の医用システム。
【請求項４】
　前記第１端末は、前記第１端末と前記第２端末が通信接続する前に、前記医用装置と前
記第２端末との前記第１端末を介した接続を無効化する、請求項１乃至３のいずれか１つ
に記載の医用システム。
【請求項５】
　前記医用装置は、前記第１端末と前記第２端末が通信接続する前に、前記医用装置と前
記第２端末との前記第１端末を介した接続を無効化する、請求項１乃至４のいずれか１つ
に記載の医用システム。
【請求項６】
　前記第１コードは、前記識別情報に対応するパスワードを含む、請求項１乃至５のいず
れか１つに記載の医用システム。
【請求項７】
　前記第１端末は、
　前記医用情報の記憶先の情報を含む第２コードを表示させ、
　前記第２端末が前記第２コードを読み取った場合に、前記記憶部に記憶させた前記医用
情報を前記第２端末に転送する、
　請求項２に記載の医用システム。
【請求項８】
　前記識別情報に対応するパスワードは、前記第１端末に対して前記第２端末が接続され
るごとに変更される、請求項６に記載の医用システム。
【請求項９】
　前記医用情報の記憶先の情報は、前記第１端末に対して前記第２端末が接続されるごと
に変更される、請求項７に記載の医用システム。
【請求項１０】
　前記第２コードは、前記医用情報の転送ごとに変更される、請求項７に記載の医用シス
テム。
【請求項１１】
　前記第１端末は、前記第２端末との通信接続後であって、前記医用装置との再接続前の
タイミングで、ウイルススキャンを実行する、請求項１乃至１０のいずれか１つに記載の
医用システム。
【請求項１２】
　前記第１端末は、前記医用情報を匿名化した状態で、前記第２端末に転送する、請求項
１乃至１１のいずれか１つに記載の医用システム。
【請求項１３】
　前記第１端末は、前記第１コードを読み取った第２端末と通信接続した後に、パスワー
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ドによる認証処理を行い、当該認証処理において許可となった第２端末に対して前記医用
情報を転送する、請求項１乃至１２のいずれか１つに記載の医用システム。
【請求項１４】
　前記医用情報は、医用画像である、請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の医用シス
テム。
【請求項１５】
　前記医用情報は、医用レポートである、請求項１乃至１３のいずれか１つに記載の医用
システム。
【請求項１６】
　前記第１端末は、前記医用画像に情報が付加された画像データを記憶部に記憶させ、記
憶させた前記画像データを前記第２端末に転送する、請求項１４に記載の医用システム。
【請求項１７】
　医用情報を取得し、前記医用情報を記憶部に記憶させ、アクセスポイントの機能を有し
、前記アクセスポイントの識別情報を含むコードを表示し、前記コードを読み取った端末
と医用情報を送受信可能に通信接続する医用装置を含む、医用システム。
【請求項１８】
　医用情報を保持する医用装置に接続される第１端末によって実行される医用情報の転送
方法であって、
　アクセスポイントの機能を有し、前記アクセスポイントの識別情報を含む第１コードを
表示し、
　前記第１コードを読み取った第２端末と医用情報を送受信可能に通信接続する、
　ことを含む、医用情報の転送方法。
【請求項１９】
　医用装置によって実行される医用情報の転送方法であって、
　前記医用情報を取得し、前記医用情報を記憶し、アクセスポイントの機能を有し、前記
アクセスポイントの識別情報を含むコードを表示し、前記コードを読み取った端末と医用
情報を送受信可能に通信接続する、
　ことを含む、医用情報の転送方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用システム及び医用情報の転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置と情報端末とを無線通信で接続して、超音波診断装置の操作や、
超音波画像の確認を情報端末によってリアルタイムに行う機能が知られている。かかる機
能は、セカンドコンソールとも呼ばれ、例えば、座位状態の被検体の下肢に超音波プロー
ブを接触させて検査する下肢検査等、超音波プローブで走査しながら、超音波診断装置に
おけるコンソールの操作及び超音波画像の確認がし難い場合に利用される。
【０００３】
　また、超音波診断装置と、被検体が所持する携帯端末とを近距離無線通信で接続して、
超音波診断装置から携帯端末に対して超音波画像を転送する技術も知られている。かかる
技術は、例えば、産科での健診において、胎児の超音波画像を母親に提供する際に利用さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－５１６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、簡便に医用情報を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態に係る医用システムは、医用装置と、第１端末とを含む。医用装置は、医用情
報を保持する。第１端末は、前記医用装置と前記医用情報を送受信可能に通信接続し、ア
クセスポイントの機能を有し、前記アクセスポイントの識別情報を含む第１コードを表示
する。前記第１端末は、前記第１コードを読み取った第２端末と医用情報を送受信可能に
通信接続する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断システムの概要を説明するための図で
ある。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る情報端末の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る情報端末における表示の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る符号化機能による処理の一例を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る携帯端末における超音波画像の表示の一例を示す
図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る超音波診断システムにおける処理の流れを示すシ
ーケンス図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る情報端末の処理手順を示すフローチャートである
。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る画像データの一例を示す図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る超音波診断システムにおける処理の流れを示
すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る医用システム及び医用情報の転送方法について
説明する。なお、以下で説明する実施形態は一例であり、本実施形態に係る医用システム
及び医用情報の転送方法は、以下の説明に限定されるものではない。なお、以下の実施形
態では、医用システムとして、超音波診断装置を含む超音波診断システムを１例に挙げて
説明する。
【０００９】
（第１の実施形態）
　まず、本実施形態に係る超音波診断システムの概要について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断システム１の概要を説明するための図である。ここで、図１に
おいては、本実施形態に係る超音波診断システム１を、産科での健診に適用した場合の例
について示す。なお、本実施形態に係る超音波診断システム１は、産科での健診に限らず
、その他種々のケースに適用することができる。
【００１０】
　図１に示すように、超音波診断システム１は、超音波診断装置１００と、情報端末２０
０とを含み、情報端末２００が携帯端末３００と通信接続される。超音波診断装置１００
は、超音波プローブと、入力インターフェースと、ディスプレイと、装置本体（コンソー
ル）とを有し、院内ＬＡＮ（Local　Area　Network）などのネットワークに通信接続され
る。また、超音波診断装置１００は、院内ＬＡＮとは異なる通信回線を介して情報端末２
００と通信接続される。なお、超音波診断装置１００の院内ＬＡＮに対する通信接続及び
情報端末２００との通信接続は、有線及び無線のどちらが用いられてもよい。
【００１１】
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　超音波診断装置１００は、操作者によって超音波プローブが操作され、超音波プローブ
によって送受信された超音波に基づいて超音波画像を生成して、生成した超音波画像をデ
ィスプレイに表示させる。例えば、超音波診断装置１００は、図１に示すように、産科の
健診に用いられ、胎児の超音波画像を生成して表示する。また、超音波診断装置１００は
、院内ＬＡＮとは異なる通信回線を介して、情報端末２００に超音波画像等の画像データ
を送信する。
【００１２】
　情報端末２００は、院内ＬＡＮとは異なる通信回線を介して超音波診断装置１００と通
信接続され、医用情報を送受信する。例えば、情報端末２００は、超音波診断装置から超
音波画像等の画像データを受信して、受信した画像データを記憶する。情報端末２００は
、例えば、ＰＣ（Personal　Computer）やタブレットＰＣ等である。ここで、超音波診断
システム１にセカンドコンソールの機能が適用されている場合、情報端末２００は、超音
波診断装置１００を制御するための操作を受け付けて、超音波画像を収集させ、収集させ
た超音波画像を表示させることができる。
【００１３】
　例えば、情報端末２００は、超音波診断装置１００の入力インターフェースと同様に、
超音波診断装置１００の装置本体を制御するための種々の入力操作を受け付けて、超音波
画像を収集するように超音波診断装置１００の装置本体を制御する。そして、情報端末２
００は、超音波診断装置１００によって収集された超音波画像を受信して、受信した超音
波画像を自装置のディスプレイに表示させたり、記憶回路に記憶したりする。
【００１４】
　ここで、情報端末２００は、例えば、無線通信によって超音波診断装置１００と通信接
続されることで、超音波診断装置１００から離れた位置で使用可能となる。これにより、
操作者は、超音波診断装置１００におけるコンソールの操作及び超音波画像の確認がし難
い位置でも、情報端末２００に表示された超音波画像を観察しながら、超音波診断装置を
操作することができる。例えば、図１に示すように、横臥する被検体の腹部を超音波プロ
ーブで走査しながら、情報端末２００を操作することで、超音波診断装置１００に被検体
の腹部の超音波画像を収集させることができる。
【００１５】
　また、情報端末２００は、超音波診断装置１００と通信接続するための通信回線とは異
なる通信回線を介して携帯端末３００と通信接続され、携帯端末３００との間で種々の情
報を送受信する。例えば、情報端末２００は、携帯端末３００に対して超音波画像等の画
像データを送信する。また、例えば、情報端末２００は、携帯端末３００から医用レポー
ト等の医用情報を受信して、受信した医用情報を記憶する。そして、情報端末２００は、
医用装置に対して医用情報を送信する。なお、情報端末２００と携帯端末３００との通信
については、後に詳述する。
【００１６】
　携帯端末３００は、情報端末２００との間で通信接続され、超音波画像を受信する。携
帯端末３００は、例えば、被検体が所持するＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）や
、タブレットＰＣ、スマートフォン等である。一例を挙げると、携帯端末３００は、産科
の健診を受ける被検体が所持するスマートフォンであり、情報端末２００から胎児の超音
波画像等の画像データを受信する。ここで、携帯端末３００は、例えば、Bluetooth（登
録商標）等の近距離無線通信によって画像データを送受信することができない装置であっ
てもよく、この場合、例えば、ＯＳ（Operating　System）として、ｉＯＳ（登録商標）
が搭載された装置である。
【００１７】
　上述したように、超音波診断システム１は、超音波診断装置１００と情報端末２００と
の間で超音波画像等の医用情報を送受信し、情報端末２００を介して携帯端末３００に超
音波画像等の医用情報を送信する。ここで、近距離無線通信によって画像データを受信す
ることができない携帯端末３００に超音波画像を転送する場合、現状では、携帯端末３０
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０に専用のアプリケーションをインストールすることによって画像データを受信すること
が可能となるが、画像データを受信するためにアプリケーションをインストールしなくて
はならないのは手間がかかるうえに、アプリケーションをダウンロードするためのコスト
（通信料）がかかることとなる。
【００１８】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断システム１では、専用のアプリケーションを
インストールすることなく画像データを受信可能とすることで、被検体が所持する携帯端
末３００に対して簡便に画像データを提供することを可能にする。また、超音波診断シス
テム１は、アプリケーションをダウンロードすることがないため、通信料の負担を無くす
ことも可能となる。さらに、第１の実施形態に係る超音波診断システム１では、情報端末
２００が、携帯端末３００と通信接続する際に、超音波診断装置１００との通信接続を遮
断することで、被検体が所持する携帯端末３００が、情報端末２００を介して超音波診断
装置１００や院内ＬＡＮに接続されることを回避する。これにより、超音波診断システム
１は、携帯端末３００に対する画像データの提供をセキュアに行うことも可能にする。
【００１９】
　以下、超音波診断システム１における各装置の詳細について説明する。なお、以下では
、超音波診断システム１にセカンドコンソールが適用された場合を一例に挙げて説明する
。図２は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００の構成の一例を示すブロック図で
ある。図２に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１００は、超音波プロー
ブ１００ａと、入力インターフェース１００ｂと、ディスプレイ１００ｃと、装置本体１
００ｄとを有する。超音波プローブ１００ａ、入力インターフェース１００ｂ及びディス
プレイ１００ｃは、装置本体１００ｄと通信可能に接続される。
【００２０】
　超音波プローブ１００ａは、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、装
置本体１００ｄが有する送受信回路１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生
する。また、超音波プローブ１００ａは、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変
換する。すなわち、超音波プローブ１００ａは、被検体Ｐに対して超音波走査を行って、
被検体Ｐから反射波を受信する。また、超音波プローブ１００ａは、圧電振動子に設けら
れる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する
。なお、超音波プローブ１００ａは、装置本体１００ｄと着脱自在に接続される。
【００２１】
　超音波プローブ１００ａから被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、
被検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信
号として超音波プローブ１００ａが有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される
反射波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依
存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射さ
れた場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分
に依存して、周波数偏移を受ける。
【００２２】
　本実施形態では、超音波プローブ１００ａは、被検体を２次元で走査する１Ｄアレイプ
ローブであっても、被検体を３次元で走査する３次元プローブすなわちメカニカル４Ｄプ
ローブや２Ｄアレイプローブであっても適用可能である。
【００２３】
　入力インターフェース１００ｂは、所定の位置（例えば、関心領域等）の設定等を行う
ためのトラックボール、スイッチボタン、マウス、キーボード、操作面へ触れることで入
力操作を行うタッチパッド、表示画面とタッチパッドとが一体化されたタッチモニタ、光
学センサを用いた非接触入力回路、及び音声入力回路等によって実現される。入力インタ
ーフェース１００ｂは、後述する処理回路１５０に接続されており、操作者から受け付け
た入力操作を電気信号へ変換し処理回路１５０へと出力する。なお、本明細書において入
力インターフェース１００ｂは、マウス、キーボード等の物理的な操作部品を備えるもの
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だけに限られない。例えば、装置とは別体に設けられた外部の入力機器から入力操作に対
応する電気信号を受け取り、この電気信号を処理回路１５０へ出力する電気信号の処理回
路も入力インターフェースの例に含まれる。
【００２４】
　ディスプレイ１００ｃは、超音波診断装置１００の操作者が入力インターフェース１０
０ｂを用いて各種設定要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表
示したり、装置本体１００ｄにおいて生成された超音波画像等を表示したりする。また、
ディスプレイ１００ｃは、装置本体１００ｄの処理状況や処理結果を操作者に通知するた
めに、各種のメッセージや表示情報を表示する。また、ディスプレイ１００ｃは、スピー
カーを有し、音声を出力することもできる。
【００２５】
　装置本体１００ｄは、超音波プローブ１００ａが受信した反射波信号に基づいて超音波
画像データを生成する装置である。例えば、装置本体１００ｄは、超音波プローブ１００
ａが受信した２次元の反射波データ（エコーデータ）に基づいて２次元の超音波画像デー
タを生成する。また、装置本体１００ｄは、超音波プローブ１００ａが受信した３次元の
反射波データに基づいて３次元の超音波画像データ（ボリュームデータ）を生成する。そ
して、装置本体１００ｄは、生成した超音波画像データから表示用の超音波画像を生成す
る。
【００２６】
　例えば、装置本体１００ｄは、図２に示すように、送受信回路１１０と、Ｂモード処理
回路１２０と、ドプラ処理回路１３０と、記憶回路１４０と、処理回路１５０と、通信イ
ンターフェース１６０とを有する。送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、ドプラ
処理回路１３０、記憶回路１４０、処理回路１５０、及び、通信インターフェース１６０
は、互いに通信可能に接続される。また、装置本体１００ｄは、ネットワーク２に接続さ
れる。なお、ネットワーク２は院内ＬＡＮ等であり、超音波診断装置１００は、ネットワ
ーク２を介して院内ＬＡＮに接続された種々の装置と通信接続される。
【００２７】
　送受信回路１１０は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１
００ａに駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形
成するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１
００ａから発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要
な圧電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。
また、パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１００ａに駆動信
号（駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅
延時間を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整
する。
【００２８】
　なお、送受信回路１１０は、後述する処理回路１５０の指示に基づいて、所定のスキャ
ンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を
有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ
型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００２９】
　また、送受信回路１１０は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅
延部、加算器等を有し、超音波プローブ１００ａが受信した反射波信号に対して各種処理
を行って反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネルごとに増幅する
。Ａ／Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性
を決定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反
射波信号の加算処理を行って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波
信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とに
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より超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００３０】
　送受信回路１１０は、被検体Ｐを２次元走査する場合、超音波プローブ１００ａから２
次元の超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プローブ１００
ａが受信した２次元の反射波信号から２次元の反射波データを生成する。また、送受信回
路１１０は、被検体Ｐを３次元走査する場合、超音波プローブ１００ａから３次元の超音
波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プローブ１００ａが受信し
た３次元の反射波信号から３次元の反射波データを生成する。
【００３１】
　ここで、送受信回路１１０からの出力信号の形態は、ＲＦ（Radio　Frequency）信号と
呼ばれる位相情報が含まれる信号である場合や、包絡線検波処理後の振幅情報である場合
等、種々の形態が選択可能である。
【００３２】
　Ｂモード処理回路１２０は、送受信回路１１０から反射波データを受信し、対数増幅、
包絡線検波処理等を行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。
【００３３】
　ドプラ処理回路１３０は、送受信回路１１０から受信した反射波データから速度情報を
周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、速度、分散、
パワー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。具体
的には、ドプラ処理回路１３０は、移動体の運動情報として、平均速度、平均分散値、平
均パワー値等を、複数のサンプル点それぞれでドプラデータを生成する。ここで、移動体
とは、例えば、血流や、心壁等の組織、造影剤である。ドプラ処理回路１３０は、血流の
運動情報（血流情報）として、血流の平均速度、血流の平均分散値、血流の平均パワー値
等を、複数のサンプル点それぞれで推定した情報を生成する。
【００３４】
　ドプラ処理回路１３０は、ＭＴＩフィルタ及び血流情報生成部を有し、例えば、カラー
ドプラ法を実行し、血流情報を算出する。カラードプラ法では、超音波の送受信が同一の
走査線上で複数回行なわれ、同一位置のデータ列に対してＭＴＩ（Moving　Target　Indi
cator）フィルタを掛けることで、静止している組織、或いは、動きの遅い組織に由来す
る信号（クラッタ信号）を抑制して、血流に由来する信号を抽出する。そしてカラードプ
ラ法では、この血流信号から血流の速度、血流の分散、血流のパワー等の血流情報を推定
する。
【００３５】
　ＭＴＩフィルタは、フィルタ行列を用いて、同一位置（同一サンプル点）の連続した反
射波データのデータ列から、クラッタ成分が抑制され、血流に由来する血流信号が抽出さ
れたデータ列を出力する。血流情報生成部は、ＭＴＩフィルタが出力したデータを用いた
自己相関演算等の演算を行なって、血流情報を推定し、推定した血流情報をドプラデータ
として出力する。ＭＴＩフィルタとしては、例えば、バタワース型のＩＩＲ（Infinite　
Impulse　Response）フィルタ、多項式回帰フィルタ（Polynomial　Regression　Filter
）等の係数が固定されたフィルタ、または固有ベクトル（eigenvector）等を用いて入力
信号に応じて係数を変化させる適応型のフィルタが適用可能である。
【００３６】
　なお、図２に例示するＢモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０は、２次元の
反射波データ及び３次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、Ｂモ
ード処理回路１２０は、２次元の反射波データから２次元のＢモードデータを生成し、３
次元の反射波データから３次元のＢモードデータを生成する。また、ドプラ処理回路１３
０は、２次元の反射波データから２次元のドプラデータを生成し、３次元の反射波データ
から３次元のドプラデータを生成する。
【００３７】
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　記憶回路１４０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディマ
ーク等の各種データを記憶する。また、記憶回路１４０は、各種の画像データを記憶する
。例えば、記憶回路１４０は、Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０により
生成されたデータも記憶する。記憶回路１４０が記憶するＢモードデータやドプラデータ
は、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、処理回路１５０を経
由して表示用の超音波画像となる。また、記憶回路１４０は、反射波データも記憶するこ
とができる。また、記憶回路１４０は、超音波診断装置１００から情報端末２００に対し
て送信される画面データを記憶する。なお、画面データについては、後に詳述する。例え
ば、記憶回路１４０は、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）、フラッシュメモリ等の半導
体メモリ素子、ハードディスク又は光ディスクによって実現される。
【００３８】
　なお、記憶回路１４０が記憶するデータは、ネットワーク２を経由して、外部装置へ転
送することができる。外部装置は、例えば、画像診断を行う医師が使用するＰＣ（Person
al　Computer）や、ＣＤやＤＶＤ等の記憶媒体、プリンター等である。また、記憶回路１
４０が記憶するデータは、ネットワーク２とは異なる通信回線を経由して、情報端末２０
０へ転送することができる。なお、記憶回路１４０への記憶の形態は、ライブ情報を一時
的に保存する場合と、長期にわたる記録のために保存する場合がある。
【００３９】
　処理回路１５０は、超音波診断装置１００の処理全体を制御する。具体的には、処理回
路１５０は、入力インターフェース１００ｂを介して操作者から入力された各種設定要求
や、記憶回路１４０から読み込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信
回路１１０、Ｂモード処理回路１２０、ドプラ処理回路１３０の処理を制御する。また、
処理回路１５０は、記憶回路１４０が記憶する表示用の超音波画像をディスプレイ１００
ｃや、入力インターフェース１００ｂにおけるタッチモニタ等にて表示するように制御す
る。また、処理回路１５０は、情報端末２００を介して操作者から入力された要求に応じ
て、上述した各回路の処理を制御する。
【００４０】
　処理回路１５０は、制御機能１５１と、画像生成機能１５２と、画面生成機能１５３と
、アクセスポイント機能１５４と、認証情報表示機能１５５と、認証機能１５６と、符号
化機能１５７とを実行する。
【００４１】
　ここで、例えば、処理回路１５０の構成要素である制御機能１５１、画像生成機能１５
２、画面生成機能１５３、アクセスポイント機能１５４、認証情報表示機能１５５、認証
機能１５６及び符号化機能１５７が実行する各処理機能は、コンピュータによって実行可
能なプログラムの形態で記憶回路１４０に記憶されている。処理回路１５０は、各プログ
ラムを記憶回路１４０から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現
するプロセッサである。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路１５０は
、処理回路１５０内に示された各機能を有することとなる。
【００４２】
　通信インターフェース１６０は、ネットワーク２を経由して院内ＬＡＮに接続された各
種の装置と通信を行うためのインターフェースである。また、通信インターフェース１６
０は、ネットワーク２とは異なる通信回線を介して情報端末２００と通信を行うためのイ
ンターフェースである。通信インターフェース１６０により、処理回路１５０は、院内Ｌ
ＡＮに接続された装置との通信や、情報端末２００との通信を行う。例えば、処理回路１
５０は、通信インターフェース１６０によって、超音波診断装置１００以外の外部装置と
の間で各種データのやり取りを行うことができる。
【００４３】
　制御機能１５１は、超音波診断装置１００の全体を制御する。例えば、制御機能１５１
は、送受信回路１１０、Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０を制御して、
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反射波データの収集と、Ｂモードデータ及びドプラデータの生成とを制御する。すなわち
、制御機能１５１は、超音波プローブ１００ａを介して、被検体に対する２次元超音波ス
キャン及び３次元超音波スキャンを実行させる。また、制御機能１５１は、計測処理等の
各種処理を実行し、処理結果をディスプレイ１００ｃに表示させるように制御する。また
、制御機能１５１は、画像生成機能１５２によって生成された超音波画像等をディスプレ
イ１００ｃに表示させるように制御する。
【００４４】
　画像生成機能１５２は、Ｂモード処理回路１２０及びドプラ処理回路１３０が生成した
データから超音波画像データを生成する。すなわち、画像生成機能１５２は、Ｂモード処
理回路１２０が生成した２次元のＢモードデータから反射波の強度を輝度で表した２次元
Ｂモード画像データを生成する。また、画像生成機能１５２は、ドプラ処理回路１３０が
生成した２次元のドプラデータから移動体情報を表す２次元ドプラ画像データを生成する
。２次元ドプラ画像データは、速度画像、分散画像、パワー画像、又は、これらを組み合
わせた画像である。また、画像生成機能１５２は、Ｂモード処理回路１２０が生成した１
走査線上のＢモードデータの時系列データから、Ｍモード画像データを生成することも可
能である。また、画像生成機能１５２は、ドプラ処理回路１３０が生成したドプラデータ
から、血流や組織の速度情報を時系列に沿ってプロットしたドプラ波形を生成することも
可能である。
【００４５】
　ここで、画像生成機能１５２は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用の超音波画像を生成する。具体的には、画像生成機能１５２は、超音波プローブ１００
ａによる超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像を生成す
る。また、画像生成機能１５２は、スキャンコンバート以外の種々の画像処理として、例
えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を再生成
する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ強調処
理）等を行う。また、画像生成機能１５２は、超音波画像に、種々のパラメータの文字情
報、目盛り、ボディマーク、種々のマーカ等を合成する。
【００４６】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成機能１５２が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の
表示用の超音波画像である。
【００４７】
　さらに、画像生成機能１５２は、Ｂモード処理回路１２０が生成した３次元のＢモード
データに対して座標変換を行うことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。また、画
像生成機能１５２は、ドプラ処理回路１３０が生成した３次元のドプラデータに対して座
標変換を行うことで、３次元ドプラ画像データを生成する。すなわち、画像生成機能１５
２は、「３次元Ｂモード画像データや３次元ドプラ画像データ」を「３次元超音波画像デ
ータ（ボリュームデータ）」として生成する。また、画像生成機能１５２は、３次元Ｂモ
ード画像データや、３次元ドプラ画像データに対して多断面変換を行うことで、ＭＰＲ画
像を生成したり、３次元Ｂモード画像データや、３次元ドプラ画像データに対してボリュ
ームレンダリング処理を行うことで、ボリュームレンダリング画像を生成したりする。
【００４８】
　画面生成機能１５３は、情報端末２００に対して送信する画面データを生成する。具体
的には、画面生成機能１５３は、通信インターフェース１６０を介して情報端末２００か
らコマンド信号を受信し、受信したコマンド信号に応じた画面データを記憶回路１４０か
ら読み出して情報端末２００に送信する。
【００４９】
　ここで、画面データは、例えば、入力インターフェース１００ｂが有するタッチパネル
にて表示される操作画面を模して生成される操作画面の画像データである。一例を挙げる
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と、操作画面の画像データは、操作者からの操作を受け付けるための機能ボタンを示す画
像データである。また、画面データは、例えば、入力インターフェース１００ｂが有する
パネルスイッチの形状を模して生成されるパネルスイッチの画像データである。一例を挙
げると、パネルスイッチの画像データは、超音波診断装置１００の前面に配置される少な
くとも１つのパネルスイッチを示す画像データである。
【００５０】
　なお、画面データは、各機能ボタン、各パネルスイッチがどのような機能を実行するか
を示す付帯情報が対応付けられる。すなわち、画面データは、画面データに含まれる機能
情報と当該機能に対応する機能ボタンや、パネルスイッチがどこに配置されているかを示
す位置情報とが対応付けられる。このような画面データは、予め生成されて記憶回路１４
０に記憶される。
【００５１】
　画面生成機能１５３は、情報端末２００から受信したコマンド信号に応じた画面データ
を記憶回路１４０から読み出して、読み出した画面データを情報端末２００に送信する。
例えば、情報端末２００は、セカンドコンソールの初期画面や、各種機能を操作するため
の操作画面、超音波画像を表示する画面などに対応する画面データを要求するコマンド信
号を超音波診断装置１００に送信する。画面生成機能１５３は、受信したコマンド信号に
対応する画面データを、通信インターフェース１６０を介して情報端末２００に送信する
。情報端末２００は、超音波診断装置１００から受信した画面データを表示させて、超音
波診断装置１００に種々の機能を実行させるための操作を受け付ける。情報端末２００は
、画面データに対応付けられた付帯情報に基づいて、操作を受け付けた位置に対応する機
能を特定し、特定した機能に対応するコマンド信号を超音波診断装置１００に送信するこ
とで、操作を受け付けた位置に対応する機能を超音波診断装置１００に実行させる。
【００５２】
　アクセスポイント機能１５４は、情報端末２００が超音波診断装置１００と通信するた
めの仮想的なアクセスポイントを生成するＳｏｆｔｗａｒｅ　ＡＰ機能である。具体的に
は、アクセスポイント機能１５４は、セカンドコンソール開始ボタンが押下されると、通
信インターフェース１６０を制御して、仮想的なアクセスポイントを生成する。ここで、
セカンドコンソール開始ボタンは、例えば、入力インターフェース１００ｂが有するタッ
チパネル上の所定の位置に設けられる。なお、セカンドコンソール開始ボタンは、入力イ
ンターフェース１００ｂが有するパネルスイッチが備える複数のスイッチボタンのうちの
１つとして設けられてもよい。
【００５３】
　ここで、アクセスポイント機能１５４は、アクセスポイントを生成する際に、ＳＳＩＤ
（Service　Set　Identifier）及びパスワードを設定する。ＳＳＩＤ及びパスワードは、
操作者が入力インターフェース１００ｂを介して入力することによって手動で設定されて
もよく、或いは、自動で設定されてもよい。ここで、パスワードは、超音波診断装置１０
０と情報端末２００との間の通信接続毎又は定期的に更新されるワンタイムパスワードで
ある。なお、ワンタイムパスワードとは、例えば、数学的アルゴリズム等に基づき生成さ
れるパスワードである。
【００５４】
　また、アクセスポイント機能１５４は、通信インターフェース１６０を介し、予め設定
された接続情報に基づいて情報端末２００と通信接続する。ここで、本実施形態では、超
音波診断装置１００と情報端末２００との間の通信接続に関する認証は、予め設定された
接続情報に基づいて自動的に行われる。なお、予め設定された接続情報とは、生成された
アクセスポイントのＳＳＩＤ、接続のためのパスワード、及び、超音波診断装置１００及
び情報端末２００のＭＡＣアドレス（Media　Access　Control　address）等の通信接続
に関する情報である。
【００５５】
　なお、アクセスポイント機能１５４は、情報端末２００からの通信接続要求を受けた後
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に通信接続を確立させるようにしてもよい。この場合、通信接続に関する認証処理は、情
報端末２００において入力されたパスワード等の正誤を超音波診断装置１００で判定する
ことで行われる。
【００５６】
　また、アクセスポイント機能１５４は、情報端末２００との通信接続を確立した後、通
信インターフェース１６０を介して、情報端末２００から超音波診断装置１００を操作す
るためのパスワードの入力要求を情報端末２００に対して送信する。
【００５７】
　認証情報表示機能１５５は、情報端末２００によって超音波診断装置１００を操作する
ための識別情報を提示する。例えば、認証情報表示機能１５５は、アクセスポイント機能
１５４によって設定されたＳＳＩＤ及びパスワードを含む識別情報をディスプレイ１００
ｃに表示する。ここで、識別情報に含まれるパスワードは、操作者が情報端末２００によ
って超音波診断装置１００を操作する正当な利用者であるかどうかを認証するために予め
定められた文字、記号、及び数字の羅列である。したがって、パスワードはアクセスポイ
ント機能１５４により設定されたパスワードと異なるものであってもよいが、この場合に
おいても、パスワードは、超音波診断装置１００と情報端末２００との間の通信接続毎又
は定期的に更新されるワンタイムパスワードである。なお、識別情報としてＳＳＩＤとパ
スワードを例に挙げて説明したが、ＳＳＩＤとは異なるＩＤ及びパスワードを識別情報と
して用いる場合であってもよい。
【００５８】
　認証機能１５６は、アクセスポイント機能１５４から送信されたパスワードの入力要求
に対して情報端末２００から応答データを受信した場合に、受信した応答データに対する
認証を行う。具体的には、認証機能１５６は、通信インターフェース１６０を介して、情
報端末２００よりパスワードの入力要求に応じた応答データを受信する。そして、認証機
能１５６は、受信した応答データに含まれるパスワードと、認証情報表示機能１５５によ
って表示されたパスワードとを比較する。ここで、認証機能１５６は、応答データに含ま
れるパスワードと認証情報表示機能１５５によって表示されたパスワードとが一致した場
合に、操作者が情報端末２００よって超音波診断装置１００を操作することを許可する。
【００５９】
　符号化機能１５７は、画像生成機能１５２によって生成された超音波画像及び画面生成
機能１５３によって記憶回路１４０から取得された画面データを圧縮する。例えば、符号
化機能１５７は、ＪＰＥＧ（Joint　Photographic　Experts　Group）等の圧縮技術を用
いて超音波画像を圧縮する。また、例えば、符号化機能１５７は、ＭＰＥＧ（Moving　Pi
cture　Experts　Group）等の圧縮技術を用いて、付帯情報を含む画面データを圧縮する
。
【００６０】
　制御機能１５１は、符号化機能１５７によって圧縮された超音波画像や、画面データを
、通信インターフェース１６０を介して、情報端末２００に送信する。例えば、制御機能
１５１は、情報端末２００によって送信されたコマンド信号に応じて生成され、圧縮され
た画面データを情報端末２００に送信する。また、例えば、制御機能１５１は、操作者が
情報端末２００を操作することで収集され、圧縮された超音波画像を情報端末２００に送
信する。
【００６１】
　図３は、第１の実施形態に係る情報端末２００の構成の一例を示すブロック図である。
図３に示すように、情報端末２００は、通信インターフェース２１と、記憶回路２２と、
入力インターフェース２３と、ディスプレイ２４と、処理回路２５とを有する。そして、
情報端末２００は、ネットワーク２とは異なる通信回線を介して超音波診断装置１００と
通信接続される。また、情報端末２００は、超音波診断装置１００と通信接続される通信
回線とは異なる通信回線によって携帯端末３００と通信接続される。
【００６２】
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　通信インターフェース２１は、ネットワーク２とは異なる通信回線を介して超音波診断
装置１００と通信を行うためのインターフェースである。また、通信インターフェース２
１は、超音波診断装置１００との通信回線とは異なる通信回線を介して携帯端末３００と
通信を行うためのインターフェースである。通信インターフェース２１により、処理回路
２５は、超音波診断装置１００との通信や、携帯端末３００との通信を行う。例えば、処
理回路２５は、通信インターフェース２１によって、超音波診断装置１００との間で各種
データをやり取りしたり、携帯端末３００との間で各種データをやり取りしたりすること
ができる。
【００６３】
　記憶回路２２は、情報端末２００における各種処理を行なうための制御プログラムや、
各種の画像データ等を記憶する。例えば、記憶回路２２は、超音波診断装置１００から受
信した超音波画像や、画面データを記憶する。また、例えば、記憶回路２２は、処理回路
２５による処理結果を記憶する。例えば、記憶回路２２は、ＲＡＭ（Random　Access　Me
mory）、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスク又は光ディスクによっ
て実現される。
【００６４】
　なお、記憶回路２２が記憶するデータは、通信回線を経由して、外部装置へ転送するこ
とができる。例えば、記憶回路２２が記憶するデータは、超音波診断装置１００との通信
回線とは異なる通信回線を経由して、携帯端末３００へ転送することができる。なお、記
憶回路２２への記憶の形態は、ライブ情報を一時的に保存する場合と、長期にわたる記録
のために保存する場合がある。
【００６５】
　入力インターフェース２３は、入力操作を行うためのトラックボール、スイッチボタン
、マウス、キーボード、操作面へ触れることで入力操作を行うタッチパッド、表示画面と
タッチパッドとが一体化されたタッチモニタ、光学センサを用いた非接触入力回路、及び
音声入力回路等によって実現される。入力インターフェース２３は、処理回路２５に接続
されており、操作者から受け付けた入力操作を電気信号へ変換し処理回路２５へと出力す
る。なお、本明細書において入力インターフェース２３は、マウス、キーボード等の物理
的な操作部品を備えるものだけに限られない。例えば、装置とは別体に設けられた外部の
入力機器から入力操作に対応する電気信号を受け取り、この電気信号を処理回路２５へ出
力する電気信号の処理回路も入力インターフェースの例に含まれる。
【００６６】
　ディスプレイ２４は、情報端末２００の操作者が入力インターフェース２３を用いて各
種要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、処理回路
２５の処理結果などを操作者に通知するための各種のメッセージや表示情報を表示したり
する。また、ディスプレイ２４は、超音波診断装置１００から受信した画面データや、超
音波画像等を表示する。例えば、ディスプレイ２４は、液晶ディスプレイや、ＯＬＥＤ（
Organic　Light　Emitting　Diode）ディスプレイ等である。なお、情報端末２００がタ
ブレットＰＣの場合、ディスプレイ２４は、入力インターフェース２３と一体化されるこ
ととなる。また、ディスプレイ２４は、スピーカーを有し、音声を出力することもできる
。
【００６７】
　処理回路２５は、情報端末２００の処理全体を制御する。具体的には、処理回路２５は
、入力インターフェース２３を介して操作者から入力された各種設定要求や、記憶回路２
２から読み込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、各種処理を制御する。例
えば、処理回路２５は、記憶回路２２が記憶する超音波画像等をディスプレイ２４にて表
示するように制御する。また、例えば、処理回路２５は、携帯端末３００との通信接続を
確立し、携帯端末３００との間で各種データを送受信する。
【００６８】
　処理回路２５は、制御機能２５１と、画像処理機能２５２と、アクセスポイント機能２
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５３と、サーバ機能２５４と、符号化機能２５５と、認証機能２５６と、セキュリティ処
理機能２５７とを実行する。
【００６９】
　ここで、例えば、処理回路２５の構成要素である制御機能２５１、画像処理機能２５２
、アクセスポイント機能２５３、サーバ機能２５４、符号化機能２５５、認証機能２５６
及び、セキュリティ処理機能２５７が実行する各処理機能は、コンピュータによって実行
可能なプログラムの形態で記憶回路２２に記憶されている。処理回路２５は、各プログラ
ムを記憶回路２２から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現する
プロセッサである。換言すると、各プログラムを読み出した状態の処理回路２５は、処理
回路２５内に示された各機能を有することとなる。
【００７０】
　制御機能２５１は、情報端末２００の全体を制御する。例えば、制御機能２５１は、通
信インターフェース２１を介した超音波診断装置１００との間の各種データの送受信を制
御する。一例を挙げると、制御機能２５１は、情報端末２００によって超音波診断装置１
００を操作するための認証に用いられる識別情報の超音波診断装置１００への送信や、超
音波診断装置１００からの画面データ及び超音波画像の受信などを制御する。
【００７１】
　また、制御機能２５１は、超音波診断装置１００から受信した画面データや、超音波画
像をディスプレイ２４にて表示するように制御する。また、制御機能２５１は、画面デー
タに含まれる機能ボタンや、パネルスイッチに対する入力操作が実行されると、付帯情報
に基づいて、操作された機能ボタン或いはパネルスイッチに対応する機能を特定する。そ
して、制御機能２５１は、特定した機能のコマンド信号を生成して、生成したコマンド信
号を超音波診断装置１００に送信するように制御する。さらに、制御機能２５１は、コマ
ンド信号に応じて超音波診断装置１００から受信した応答データに基づく処理を実行する
。一例を挙げると、制御機能２５１は、操作画面を変更するためのコマンド信号を送信し
た場合、コマンド信号に応じて受信した画面データをディスプレイ２４にて表示させるよ
うに制御する。
【００７２】
　また、制御機能２５１は、携帯端末３００に対する画像データの送信を制御する。具体
的には、処理回路２５における他の機能による処理によって通信接続が確立された携帯端
末３００に対する画像データの送信を制御するが、この点については、後に詳述する。
【００７３】
　上述したように、第１の実施形態に係る超音波診断システム１では、超音波診断装置１
００と情報端末２００とが通信接続され、各種データを送受信する。ここで、超音波診断
システム１は、セカンドコンソールが適用されていることから、情報端末２００によって
超音波診断装置１００を操作することができる。
【００７４】
　例えば、情報端末２００は、超音波診断装置１００との通信接続が確立された後に受信
した画面データをディスプレイ２４に表示させることによって、図４に示すように、種々
の機能ボタンが配置された操作画面を表示することができる。また、情報端末２００は、
超音波診断装置１００から受信した超音波画像をディスプレイ２４に表示させることによ
って、例えば、図４に示すように、胎児の超音波画像を表示することができる。ここで、
超音波診断システム１においてセカンドコンソールが機能している場合には、収集中の超
音波画像をリアルタイムで情報端末２００に送信する。すなわち、操作者は、情報端末２
００のディスプレイ２４において、収集した超音波画像をリアルタイムで確認しながら、
超音波プローブ１００ａによって被検体の腹部を走査することができる。なお、図４は、
第１の実施形態に係る情報端末２００における表示の一例を示す図である。
【００７５】
　ここで、第１の実施形態に係る超音波診断システム１では、以下、詳細に説明する情報
端末２００の処理回路２５の処理により、超音波診断システム１内で取り扱われる画像デ
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ータを、被検体が所有する携帯端末３００に簡便に提供することを可能にする。具体的に
は、超音波診断システム１は、近距離無線通信によって画像データを受信することができ
ない携帯端末３００に対して簡便に画像データを提供することを可能にする。以下、処理
回路２５による処理の詳細について説明する。なお、以下では、情報端末２００から携帯
端末３００に対して提供することができる超音波画像や、画面データなどをまとめて画像
データと記す。
【００７６】
　図３に戻って、画像処理機能２５２は、超音波診断装置１００から受信した超音波画像
や、画面データに対して種々の画像処理を実行する。例えば、画像処理機能２５２は、携
帯端末３００に対して転送する画面データや超音波画像に含まれる個人情報を削除するた
めの画像処理を実行する。一例を挙げると、画像処理機能２５２は、超音波画像に含まれ
る個人情報の領域を除去したり、塗りつぶしたりする。すなわち、情報端末２００は、匿
名化した状態で携帯端末３００に提供するように制御する。
【００７７】
　ここで、携帯端末３００に転送する画像データは、種々のタイミングで決定することが
できる。例えば、一連の検査が終了した後に、収集した複数の超音波画像を情報端末２０
０に表示させながら決定する場合でもよく、或いは、超音波プローブ１００ａによって走
査している際に、情報端末２００にリアルタイムで表示される超音波画像から決定する場
合でもよい。なお、一連の検査が終了した後に、収集した複数の超音波画像の中から転送
する超音波画像を決定する場合には、転送を開始するための開始ボタンが押下される前の
タイミングであれば、どのタイミングで決定する場合でもよい。また、一連の検査が終了
した後に、収集した複数の超音波画像の中から転送する超音波画像を決定する場合には、
転送する超音波画像として複数の超音波画像が選択される場合でもよい。
【００７８】
　なお、画像処理機能２５２は、上述した画像データの匿名化処理だけではなく、例えば
、画像データの拡大・縮小、超音波画像における関心領域の抽出などのその他の画像処理
を適宜行うことができる。
【００７９】
　アクセスポイント機能２５３は、情報端末２００が携帯端末３００と通信するための仮
想的なアクセスポイントを生成するＳｏｆｔｗａｒｅ　ＡＰ機能である。具体的には、ア
クセスポイント機能２５３は、携帯端末３００に対して画像データを転送するための転送
ボタンが押下されると、通信インターフェース２１を制御して、仮想的なアクセスポイン
トを生成する。ここで、転送ボタンは、例えば、入力インターフェース２３が有するタッ
チパネル上に設けられ、携帯端末３００に転送する画像データが決定された後に押下され
る。
【００８０】
　ここで、アクセスポイント機能２５３は、アクセスポイントを生成する際に、ＳＳＩＤ
及びパスワードを設定する。ＳＳＩＤ及びパスワードは、操作者が入力インターフェース
２３を介して入力することによって手動で設定されてもよく、或いは、自動で設定されて
もよい。ここで、パスワードは、情報端末２００と携帯端末３００との間の通信接続毎又
は定期的に更新されるワンタイムパスワードである。
【００８１】
　そして、アクセスポイント機能２５３は、後述する認証機能２５６による認証処理にお
いて、情報端末２００に対する携帯端末３００の通信接続が許可された場合に、情報端末
２００と携帯端末３００との通信接続を確立する。なお、認証機能２５６による認証処理
については、後に詳述する。
【００８２】
　ここで、上述したように、情報端末２００と携帯端末３００とが通信接続される場合、
超音波診断システム１においては、情報端末２００と超音波診断装置１００との通信接続
が切断される。すなわち、超音波診断システム１は、情報端末２００と携帯端末３００と
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が通信接続される前に、情報端末２００と超音波診断装置１００との通信接続を無効にす
る。例えば、転送ボタンが押下されると、制御機能２５１は、超音波診断装置１００との
間で確立されている通信接続を切断するように制御する。これにより、被検体が所有する
携帯端末３００が超音波診断装置１００や院内ＬＡＮに接続されることを回避することが
できる。
【００８３】
　符号化機能２５５は、種々の情報を符号化する。具体的には、符号化機能２５５は、携
帯端末３００に対する画像データの転送に関わる情報を、携帯端末３００によって復号可
能なコードに符号化する。例えば、符号化機能２５５は、図５に示すように、アクセスポ
イント機能２５３によって設定されたＳＳＩＤ及びパスワードを２次元コード化させる。
また、例えば、符号化機能２５５は、携帯端末３００に転送する画像データの記憶先の情
報を、２次元コード化させる。なお、図５は、第１の実施形態に係る符号化機能２５５に
よる処理の一例を示す図である。
【００８４】
　上述したように、情報端末２００では、携帯端末３００に対して画像データを転送する
ための転送ボタンが押下されると、アクセスポイント機能２５３が、アクセスポイントを
生成して、ＳＳＩＤとパスワードを設定する。そして、符号化機能２５５が、アクセスポ
イント機能２５３によって設定されたＳＳＩＤとパスワードを２次元コード化すると、制
御機能２５１が、２次元コードをディスプレイ２４に表示させる。
【００８５】
　被検体は、自身の携帯端末３００を操作して、ディスプレイ２４に表示された２次元コ
ードをカメラで読み取る。これにより、携帯端末３００は、仮想的なアクセスポイントの
ＳＳＩＤとパスワードを取得する。ＳＳＩＤとパスワードを取得すると、携帯端末３００
が、取得したＳＳＩＤ及びパスワードと、自装置のＭＡＣアドレス等の認証情報を情報端
末２００に送信することで、情報端末２００と携帯端末３００との通信接続を行う。なお
、認証情報の送信は、２次元コードの読み取りに応じて自動で行われる場合でもよく、或
いは、携帯端末３００が、情報端末２００との通信接続を行う旨のメッセージを表示させ
、被検体が情報端末２００との通信接続を行うことに同意する操作を実行することで行わ
れる場合でもよい。
【００８６】
　認証機能２５６は、携帯端末３００から受信した認証情報に対する認証を行う。具体的
には、認証機能２５６は、通信インターフェース２１を介して、携帯端末３００より認証
情報を受信する。そして、認証機能２５６は、受信した認証情報に含まれるパスワードと
、２次元コード化されたパスワードとを比較する。ここで、認証機能２５６は、認証情報
に含まれるパスワードと２次元コード化されたパスワードとが一致した場合に、携帯端末
３００と情報端末２００との通信接続を許可する。ここで、情報端末２００に対する携帯
端末３００の通信接続が許可された場合に、アクセスポイント機能２５３は、情報端末２
００と携帯端末３００との通信接続を確立する。
【００８７】
　サーバ機能２５４は、携帯端末３００からの画像データの閲覧要求に対して、レスポン
スを返す。例えば、サーバ機能２５４は、ＨＴＴＰ（Hypertext　Transfer　Protocol）
を用いたＷｅｂサーバとして機能し、画像データを記憶させた記憶先のＵＲＬ（Uniform
　Resource　Locator）を閲覧するためのＨＴＴＰリクエストを携帯端末３００のＷｅｂ
ブラウザから受信する。そして、サーバ機能２５４は、受信したＨＴＴＰリクエストに応
じて、携帯端末３００のＷｅｂブラウザに対して画像データを返す。
【００８８】
　一例を挙げると、サーバ機能２５４は、まず、転送ボタンが押下されると、携帯端末３
００に対して転送することが決定され、画像処理が施された画像データを記憶回路２２の
一時記憶領域に記憶させ、記憶させた先のＵＲＬを符号化機能２５５に通知する。ここで
、サーバ機能２５４は、転送ボタンが押下されるごとに、画像データのＧＵＩＤ（Global
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ly　Unique　Identifier）や、記憶回路２２への格納時の時間などを用いて画像データの
ファイル名を変更することで、ＵＲＬを毎回更新する。
【００８９】
　サーバ機能２５４からＵＲＬが通知されると、符号化機能２５５は、通知されたＵＲＬ
を２次元コード化させる。ここで、符号化機能２５５に通知されるＵＲＬは、転送ボタン
が押下されるごとに更新される。すなわち、符号化機能２５５によって符号化されたＵＲ
Ｌは、転送ごとに異なるコードとなる。そして、符号化機能２５５が、ＵＲＬを２次元コ
ード化すると、制御機能２５１が、２次元コードをディスプレイ２４に表示させる。なお
、上述した例では、転送ボタンが押下されるごとにＵＲＬを更新することで、転送ごとに
コードを変化させる場合について説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない
。例えば、符号化機能２５５は、通知されたＵＲＬを、異なる符号化方法によって符号化
させることで、コードを変化させることもできる。一例を挙げると、符号化機能２５５は
、情報端末２００と携帯端末３００との通信接続が確立するごとに、異なる符号化方法に
よってＵＲＬを２次元コード化させる。
【００９０】
　被検体は、自身の携帯端末３００を操作して、ディスプレイ２４に表示された２次元コ
ードをカメラで読み取る。これにより、携帯端末３００は、画像データのＵＲＬを取得す
る。画像データのＵＲＬを取得すると、携帯端末３００は、Ｗｅｂブラウザが取得したＵ
ＲＬを閲覧するためのＨＴＴＰリクエストを情報端末２００に送信する。サーバ機能２５
４は、携帯端末３００から受信したＨＴＴＰリクエストに応じて、携帯端末３００のＷｅ
ｂブラウザに対してリクエストされたＵＲＬの画像データを転送する。なお、携帯端末３
００におけるＷｅｂブラウザの起動は、ＵＲＬの２次元コードの読み取りに応じて自動で
行われる場合でもよく、或いは、携帯端末３００が、Ｗｅｂブラウザを起動させる旨のメ
ッセージを表示させ、被検体がＷｅｂブラウザを起動することに同意する操作を実行する
ことで行われる場合でもよい。
【００９１】
　そして、携帯端末３００は、情報端末２００から画像データが転送されると、例えば、
図６に示すように、Ｗｅｂブラウザで胎児の超音波画像を表示させることができる。ここ
で、被検体は、Ｗｅｂブラウザにおける画像データを保存するための操作を実行すること
で、胎児の超音波画像を自身の携帯端末３００に保存することができる。ここで、携帯端
末３００に転送される画像データは、図６に示すように、画像処理機能２５２の処理によ
って個人情報が秘匿化されたものとなっている。なお、図６は、第１の実施形態に係る携
帯端末３００における超音波画像の表示の一例を示す図である。
【００９２】
　上述したように、携帯端末３００に対する画像データの転送が完了すると、操作者は、
情報端末２００と携帯端末３００との通信接続を切断するための操作を実行する。例えば
、情報端末２００が、タッチパネルに通信接続を解除する通信終了ボタンを表示させる。
操作者は、情報端末２００のタッチパネルに示された通信終了ボタンを押下することで、
情報端末２００と携帯端末３００との通信接続を切断する。
【００９３】
　図３に戻って、セキュリティ処理機能２５７は、情報端末２００におけるウイルスチェ
ックを行う。例えば、セキュリティ処理機能２５７は、ウイルス定義ファイルに基づいて
、携帯端末３００との通信接続が終了した情報端末２００におけるウイルスチェックを行
う。ここで、ウイルスを検出した場合、セキュリティ処理機能２５７は、検出したウイル
スを除去する。
【００９４】
　セキュリティ処理機能２５７によるウイルスチェックが完了すると、制御機能２５１が
超音波診断装置１００に通信接続の要求を送信することで、超音波診断装置１００との間
の通信接続が再度確立される。
【００９５】
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　上述したように、超音波診断システム１では、被検体が自身の携帯端末３００で２次元
コードを２回読み取るだけで、自身の携帯端末３００に画像データを転送させることがで
き、被検体に対して簡便に画像データを提供するができる。また、超音波診断システム１
では、画像データの転送に際して、仮想的なアクセスポイントを用いた通信回線を構築し
、構築した通信回線を利用して画像データを転送することで、操作者は専用のアプリケー
ションをダウンロードするための通信料を負担することなく、所望の画像データを得るこ
とができる。
【００９６】
　さらに、超音波診断システム１では、情報端末２００が携帯端末３００と通信接続され
る場合、情報端末２００と超音波診断装置１００との通信接続を切断することで、携帯端
末３００に対する画像データの提供をセキュアに行うことができる。
【００９７】
　次に、第１の実施形態に係る超音波診断システム１における処理の流れについて説明す
る。図７は、第１の実施形態に係る超音波診断システム１における処理の流れを示すシー
ケンス図である。ここで、図７においては、超音波診断システム１にセカンドコンソール
が適用される場合について示す。
【００９８】
　図７に示すように、超音波診断システム１においては、超音波診断装置１００が、セカ
ンドコンソールを開始するためのセカンドコンソール開始ボタンの押下を受け付けると（
ステップＳ１０１）、仮想的なアクセスポイントを作成して情報端末２００との間の通信
接続を確立し、認証情報を表示する（ステップＳ１０２）。さらに、超音波診断装置１０
０は、情報端末２００から超音波診断装置１００を操作するための認証情報の入力要求を
情報端末２００に対して送信する。
【００９９】
　情報端末２００は、認証情報の入力要求を受信すると、超音波診断装置１００に表示さ
れた認証情報の入力を受け付けることで、超音波診断装置１００に対して認証情報を送信
する（ステップＳ１０３）。超音波診断装置１００は、情報端末２００から認証情報を受
信すると、受信した認証情報と表示した認証情報とを比較することで、認証処理を実行す
る（ステップＳ１０４）。この認証処理において認証情報が一致すると、超音波診断シス
テム１では、情報端末２００による超音波診断装置１００の遠隔操作が開始される。
【０１００】
　その後、情報端末２００において携帯端末３００との通信開始ボタンの押下が受け付け
られると（ステップＳ１０５）、情報端末２００は、超音波診断装置１００との通信接続
を遮断し、仮想的なアクセスポイントを作成して、認証情報を符号化して表示させる（ス
テップＳ１０６）。携帯端末３００は、符号化された認証情報を読み取ることで認証情報
を取得し、取得した認証情報を情報端末２００に送信する（ステップＳ１０７）。
【０１０１】
　情報端末２００は、携帯端末３００から認証情報を受信すると、受信した認証情報と符
号化した認証情報とを比較することで、認証処理を実行する（ステップＳ１０８）。この
認証処理において認証情報が一致すると、超音波診断システム１では、情報端末２００と
携帯端末３００との通信接続が開始される。
【０１０２】
　また、情報端末２００は、転送する画像データの格納先のアドレスを符号化して表示さ
せる（ステップＳ１０９）。携帯端末３００は、符号化されたアドレスを読み取ることで
画像データのアドレスを取得し、取得したアドレスの閲覧要求を情報端末２００に送信す
る（ステップＳ１１０）。情報端末２００は、携帯端末３００から閲覧要求を受信すると
、要求に応じた画像（アドレスに格納されたデータ）を携帯端末３００に送信する（ステ
ップＳ１１１）。
【０１０３】
　携帯端末３００は、情報端末２００から画像を受信すると、被検体からの操作を受け付
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けて、画像を自装置に保存する（ステップＳ１１２）。その後、情報端末２００において
携帯端末３００との通信を終了させる通信終了ボタンの押下を受け付けると（ステップＳ
１１３）、情報端末２００は、携帯端末３００との接続を遮断して、ウイルスチェックを
実行する（ステップＳ１１４）。ウイルスチェック後、情報端末２００は、超音波診断装
置１００との通信接続を再開する。
【０１０４】
　次に、第１の実施形態に係る情報端末２００による処理の手順について説明する。図８
は、第１の実施形態に係る情報端末２００の処理手順を示すフローチャートである。なお
、図８においては、超音波診断装置１００との通信接続が確立された後の情報端末２００
の処理について示す。
【０１０５】
　図８におけるステップＳ２０１、２０２、２０５、２０９、２１２は、例えば、処理回
路２５が制御機能２５１に対応するプログラムを記憶回路２２から読み出して実行するこ
とにより実現される。また、ステップＳ２０３は、例えば、処理回路２５がアクセスポイ
ント機能２５３に対応するプログラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより
実現される。また、ステップＳ２０４は、例えば、処理回路２５が符号化機能２５５に対
応するプログラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより実現される。また、
ステップＳ２０６、２０７は、例えば、処理回路２５が認証機能２５６に対応するプログ
ラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより実現される。また、ステップＳ２
０８は、例えば、処理回路２５が画像処理機能２５２に対応するプログラム及び符号化機
能２５５に対応するプログラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより実現さ
れる。また、ステップＳ２１０、２１１は、例えば、処理回路２５がサーバ機能２５４に
対応するプログラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより実現される。また
、ステップＳ２１３は、例えば、処理回路２５がセキュリティ処理機能２５７に対応する
プログラムを記憶回路２２から読み出して実行することにより実現される。
【０１０６】
　本実施形態に係る情報端末２００では、図８に示すように、処理回路２５が、携帯端末
３００との通信を開始するボタンが押下されたか否かを判定する（ステップＳ２０１）。
ここで、被検体によってボタンが押下されると（ステップＳ２０１肯定）、処理回路２５
は、超音波診断装置１００との通信接続を遮断して（ステップＳ２０２）、アクセスポイ
ントを作成する（ステップＳ２０３）。なお、携帯端末３００との通信を開始するボタン
が押下されるまで、情報端末２００は、超音波診断装置１００との通信接続を継続する（
ステップＳ２０１否定）。
【０１０７】
　そして、処理回路２５は、アクセスポイントのＳＳＩＤおよびパスワードを含む認証情
報を符号化して（ステップＳ２０４）、符号化によって得られたコードをディスプレイ２
４に表示させ（ステップＳ２０５）、コード化した認証情報を受け付けたか否かを判定す
る（ステップＳ２０６）。ここで、認証情報を受け付けると（ステップＳ２０６肯定）、
処理回路２５は、さらに、認証がＯＫであるか否かを判定する（ステップＳ２０７）。
【０１０８】
　ここで、受け付けた認証情報による認証がＯＫである場合（ステップＳ２０７肯定）、
処理回路２５は、個人情報を秘匿化させた画像データの格納先のアドレスを符号化させ（
ステップＳ２０８）、符号化によって得られたコードをディスプレイ２４に表示させる（
ステップＳ２０９）。
【０１０９】
　その後、処理回路２５は、符号化したアドレスに対する閲覧要求を受信したか否かを判
定する（ステップＳ２１０）。ここで、閲覧要求を受信すると（ステップＳ２１０肯定）
、処理回路２５は、受け付けたアドレスに対応する画像データを携帯端末３００に送信し
て（ステップＳ２１１）、通信終了ボタンが押下されたか否かを判定する（ステップＳ２
１２）。その後、通信終了ボタンが押下されると（ステップＳ２１２肯定）、処理回路２
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５は、情報端末２００のウイルスチェックを実行して、超音波診断装置１００との通信接
続を再開する（ステップＳ２１３）。
【０１１０】
　上述したように、第１の実施形態に係る超音波診断システム１によれば、超音波診断装
置１００が超音波画像を取得する。超音波診断装置１００に接続された情報端末２００が
、超音波診断装置１００から転送された超音波画像を記憶し、アクセスポイントの機能を
有し、アクセスポイントの識別情報を含む第１コードを表示する。そして、情報端末２０
０は、第１コードを読み取った携帯端末３００とネットワーク接続し、当該ネットワーク
を介して、記憶した超音波画像を携帯端末３００に転送する。従って、第１の実施形態に
係る超音波診断システム１は、超音波診断装置１００によって取得された画像データを簡
便に携帯端末３００に提供することを可能にする。
【０１１１】
　また、第１の実施形態によれば、第１コードは、識別情報に対応するパスワードを含む
。従って、第１の実施形態に係る超音波診断システム１は、携帯端末３００を所有する被
検体がパスワードを入力する手間を省くことができ、より簡便に画像データを提供するこ
とを可能にする。
【０１１２】
　また、第１の実施形態によれば、情報端末２００は、超音波画像の記憶先の情報を含む
第２コードを表示し、携帯端末３００が第２コードを読み取った場合に、ネットワークを
介して、記憶した超音波画像を携帯端末３００に転送する。従って、第１の実施形態に係
る超音波診断システム１は、携帯端末３００を所有する被検体が画像データの格納先の情
報を入力する手間を省くことができ、より簡便に画像データを提供することを可能にする
。
【０１１３】
　また、第１の実施形態によれば、超音波診断装置１００又は情報端末２００は、情報端
末２００と携帯端末３００がネットワーク接続される前に、超音波診断装置１００と情報
端末２００の間の接続を無効化する。従って、第１の実施形態に係る超音波診断システム
１は、被検体が所有する携帯端末３００が超音波診断装置１００や院内ＬＡＮに接続され
ることを回避することができ、セキュアな状態での画像データの転送を実現することを可
能にする。
【０１１４】
　また、第１の実施形態によれば、情報端末２００は、携帯端末３００とのネットワーク
接続後であって、超音波診断装置１００との再接続前のタイミングで、ウイルススキャン
を実行する。従って、第１の実施形態に係る超音波診断システム１は、仮に情報端末２０
０に対して携帯端末３００からウイルスが侵入したとしても、超音波診断装置１００や、
院内ＬＡＮに接続される他の装置にウイルスが侵入することを回避することを可能にする
。
【０１１５】
　また、第１の実施形態によれば、情報端末２００は、超音波画像を匿名化した状態で、
携帯端末３００に転送する。従って、第１の実施形態に係る超音波診断システム１は、個
人情報が外部に漏えいすることを回避することを可能にする。
【０１１６】
　また、第１の実施形態によれば、識別情報に対応するパスワード及び超音波画像の記憶
先の情報は、情報端末２００に対して携帯端末３００が接続されるごとに変更される。従
って、第１の実施形態に係る超音波診断システム１は、画像データの提供をよりセキュア
に行うことを可能にする。
【０１１７】
（第２の実施形態）
　さて、これまで第１の実施形態について説明したが、上述した第１の実施形態以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。
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【０１１８】
　上述した実施形態では、携帯端末３００に超音波画像のみを転送する場合について説明
した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、種々の情報が付加され
た超音波画像が転送される場合であってもよい。具体的には、情報端末２００は、超音波
画像に情報が付加された画像データを記憶し、記憶した画像データを携帯端末３００に転
送する。例えば、情報端末２００は、自装置にて表示されている画面データと超音波画像
とを示した画像データを携帯端末３００に送信することができる。また、例えば、情報端
末２００は、自装置において超音波画像に付与されたピクトグラムやボディマークなどを
付与した状態の画像データを携帯端末３００に転送することができる。かかる場合には、
画像処理機能２５２が、上述した画像データを生成する。
【０１１９】
　さらに、情報端末２００は、画像データ転送時にさらに情報を付加した画像データを転
送することもできる。例えば、情報端末２００は、自装置に備えられたカメラによって撮
影された画像を超音波画像に合成した画像データを携帯端末３００に転送することができ
る。図９は、第２の実施形態に係る画像データの一例を示す図である。例えば、情報端末
２００は、図９に示すように、胎児の超音波画像に母親の顔写真を合成した画像データを
携帯端末３００に送信することができる。かかる場合には、まず、操作者が、情報端末２
００を操作して、母親の顔写真を撮影する。その後、画像処理機能２５２は、撮影された
母親の顔写真を超音波画像に合成した画像データを生成する。ここで、画像処理機能２５
２は、例えば、超音波画像における胎児の領域に重ならない位置に母親の顔写真を合成す
る。上述したように、第２の実施形態に係る超音波診断システム１においては、超音波画
像に情報を付加した画像データを転送することができる。したがって、超音波診断システ
ム１は、携帯端末３００に対して種々の情報を提供することを可能にする。
【０１２０】
　また、上述した実施形態では、超音波診断システム１を産科での健診に適用した場合を
例に挙げて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば
、超音波診断システム１のサポートに適用する場合であってもよい。かかる場合には、例
えば、超音波診断システム１は、超音波診断システム１をサポートする営業担当者が所有
する携帯端末に対して、不具合が生じた画像データを転送する場合などに適用することが
できる。
【０１２１】
　また、上述した実施形態では、情報端末２００と携帯端末３００との通信接続を行う際
に認証処理を行い、この認証処理によって、画像データの転送が許可される場合について
説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、画像デー
タが転送される際に、さらに認証処理が実施される場合でもよい。すなわち、情報端末２
００は、アクセスポイントの認証情報を符号化したコードを読み取った携帯端末３００と
通信接続した後に、パスワードによる認証処理を行い、当該認証処理において許可となっ
た携帯端末３００に対して画像データを転送する。
【０１２２】
　かかる場合には、例えば、サーバ機能２５４によって閲覧要求が受信された場合に、制
御機能２５１が、ワンタイムパスワードをディスプレイ２４に表示させる。サーバ機能２
５４は、ディスプレイ２４に表示されたワンタイムパスワードと一致するパスワードを携
帯端末３００から受信した場合にのみ、閲覧要求に対応する画像データを携帯端末３００
に送信する。これにより、超音波診断システム１は、よりセキュアな画像データの提供を
行うことを可能にする。
【０１２３】
　また、上述した実施形態では、超音波診断システム１にセカンドコンソールが適用され
ている場合を例に挙げて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものでは
なく、超音波診断装置１００と情報端末とが通信接続されるシステムであれば、どのよう
なシステムにおいても適用することができる。



(22) JP 2019-209140 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

【０１２４】
　また、上述した実施形態では、超音波診断装置１００と情報端末２００との通信接続の
無効化（遮断）を情報端末２００が実行する場合について説明した。しかしながら、実施
形態はこれに限定されるものではなく、例えば、超音波診断装置１００によって無効化さ
れる場合でもよい。かかる場合には、超音波診断装置１００は、携帯端末３００との通信
接続を開始するためのボタンが押下されたことを示す通知を情報端末２００から受信した
場合に、情報端末２００との通信接続を無効化する。
【０１２５】
　また、上述した実施形態では、情報端末２００が、画像データを転送する場合について
説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、超音波診
断装置によって画像データが転送される場合であってもよい。すなわち、超音波診断装置
１００は、超音波画像を取得し、超音波画像を記憶し、アクセスポイントの機能を有し、
アクセスポイントの識別情報を含むコードを表示し、コードを読み取った端末とネットワ
ーク接続し、当該ネットワークを介して、記憶した超音波画像を携帯端末３００に転送す
る。
【０１２６】
　かかる場合には、超音波診断装置１００における処理回路１５０が、制御機能２５１、
画像処理機能２５２、アクセスポイント機能２５３、サーバ機能２５４、符号化機能２５
５、認証機能２５６、セキュリティ処理機能２５７を実行する。ここで、超音波診断装置
１００が、携帯端末３００に画像データを転送する場合、超音波診断装置１００の院内Ｌ
ＡＮとの通信接続が無効化され、携帯端末３００との通信接続が遮断された後に、院内Ｌ
ＡＮとの通信接続が再確立される。
【０１２７】
　また、上述した実施形態では、医用システムとして、超音波診断装置を含む超音波診断
システム１を１例に挙げて説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるもので
はなく、例えば、上述した医用情報の転送方法が、ＰＡＣＳ（Picture　Archiving　and
　Communication　Systems）、ＨＩＳ（Hospital　Information　Systems）、ＲＩＳ（Ra
diology　Information　Systems）などのシステムに適用される場合でもよい。
【０１２８】
　かかる場合には、例えば、上記したシステムに含まれるサーバ装置やワークステーショ
ンなどの情報処理装置における処理回路が、上述した処理回路１５０による処理と同様の
処理を実行することで、情報端末２００や、携帯端末３００との間で通信接続し、システ
ムに保持された画像データや医用レポート等の医用情報を送受信する。
【０１２９】
　また、例えば、上述した医用情報の転送方法は、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）装
置やＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置などの他のモダリティを含むシステム
に適用される場合でもよい。かかる場合には、例えば、モダリティのコンソール装置やガ
ントリなどにおける処理回路が、上述した処理回路１５０による処理と同様の処理を実行
することで、情報端末２００や、携帯端末３００との間で通信接続し、各モダリティに保
持された画像データ等の医用情報を送受信する。
【０１３０】
　また、上述した実施形態では、超音波診断装置１００など医用装置から情報端末に画像
データが転送され、情報端末２００から携帯端末３００に当該画像データを転送する場合
について説明した。しかしながら、実施形態はこれに限定されるものではなく、例えば、
携帯端末３００から情報端末２００に画像データや医用レポート等の医用情報が転送され
、情報端末２００から医用装置に当該医用情報が転送される場合でもよい。
【０１３１】
　これにより、例えば、転院時に病院間で引き継がれる画像データや、医用レポート、被
検体が日常的に取得したバイタルデータなどを記憶した携帯端末３００が、情報端末２０
０を介して、院内の医用装置にセキュアかつ容易に画像データや医用レポート等の医用情



(23) JP 2019-209140 A 2019.12.12

10

20

30

40

50

報を転送することができる。一例を挙げると、被検体が転院する際に、被検体の携帯端末
３００に転院元の病院の医用装置から上記した方法によって医用情報が転送される。そし
て、転院先の病院の医用装置に対して、被検体の携帯端末３００から医用情報が転送され
る。ここで、本願の転送方法を用いることにより、セキュアかつ容易に医用情報を転送す
ることができる。以下、携帯端末３００からの医用情報の転送について説明する。
【０１３２】
　かかる場合には、例えば、情報端末２００において、携帯端末３００から画像データや
医用レポート等の医用情報を受信するためのボタンが押下されると、アクセスポイント機
能２５３が、アクセスポイントを生成して、ＳＳＩＤとパスワードを設定する。そして、
符号化機能２５５が、設定されたＳＳＩＤとパスワードを２次元コード化する。その後、
制御機能２５１が２次元コードをディスプレイ２４に表示させる。
【０１３３】
　被検体は、自身の携帯端末３００を操作して、ディスプレイ２４に表示された２次元コ
ードをカメラで読み取る。これにより、携帯端末３００は、仮想的なアクセスポイントの
ＳＳＩＤとパスワードを取得する。ＳＳＩＤとパスワードを取得すると、携帯端末３００
が、取得したＳＳＩＤ及びパスワードと、自装置のＭＡＣアドレス等の認証情報を情報端
末２００に送信することで、情報端末２００と携帯端末３００との通信接続を行う。
【０１３４】
　認証機能２５６は、携帯端末３００から受信した認証情報に対する認証を行う。具体的
には、認証機能２５６は、通信インターフェース２１を介して、携帯端末３００より認証
情報を受信する。そして、認証機能２５６は、受信した認証情報に含まれるパスワードと
、２次元コード化されたパスワードとを比較する。ここで、認証機能２５６は、認証情報
に含まれるパスワードと２次元コード化されたパスワードとが一致した場合に、携帯端末
３００と情報端末２００との通信接続を許可する。ここで、情報端末２００に対する携帯
端末３００の通信接続が許可された場合に、アクセスポイント機能２５３は、情報端末２
００と携帯端末３００との通信接続を確立する。
【０１３５】
　ここで、上述したように、情報端末２００と携帯端末３００とが通信接続される場合、
情報端末２００と医用装置との通信接続が切断される。すなわち、医用装置又は情報端末
２００が、情報端末２００と携帯端末３００とが通信接続される前に、情報端末２００と
医用装置との通信接続を無効にする。
【０１３６】
　サーバ機能２５４は、携帯端末３００からの画像データや医用レポート等の医用情報の
アップロード要求に対して、レスポンスを返す。例えば、サーバ機能２５４は、Ｗｅｂサ
ーバとして機能し、アップロード画面のＵＲＬを閲覧するためのＨＴＴＰリクエストを携
帯端末３００のＷｅｂブラウザから受信する。そして、サーバ機能２５４は、受信したＨ
ＴＴＰリクエストに応じて、携帯端末３００のＷｅｂブラウザに対してアップロード画面
を返す。
【０１３７】
　一例を挙げると、サーバ機能２５４は、まず、携帯端末３００から画像データや医用レ
ポート等の医用情報を受信するためのボタンが押下されると、アップロード画面を記憶さ
せた先のＵＲＬを符号化機能２５５に通知する。符号化機能２５５は、通知されたＵＲＬ
を２次元コード化させる。そして、符号化機能２５５が、ＵＲＬを２次元コード化すると
、制御機能２５１が、２次元コードをディスプレイ２４に表示させる。
【０１３８】
　被検体は、自身の携帯端末３００を操作して、ディスプレイ２４に表示された２次元コ
ードをカメラで読み取る。これにより、携帯端末３００は、アップロード画面のＵＲＬを
取得する。アップロード画面のＵＲＬを取得すると、携帯端末３００は、Ｗｅｂブラウザ
が取得したＵＲＬを閲覧するためのＨＴＴＰリクエストを情報端末２００に送信する。サ
ーバ機能２５４は、携帯端末３００から受信したＨＴＴＰリクエストに応じて、携帯端末
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３００のＷｅｂブラウザに対してリクエストされたＵＲＬのアップロード画面を転送する
。
【０１３９】
　そして、携帯端末３００は、情報端末２００からアップロード画面が転送されると、例
えば、Ｗｅｂブラウザでアップロード画面を表示させることができる。ここで、被検体が
、Ｗｅｂブラウザにおけるアップロード画面において、携帯端末３００内の画像データや
医用レポート等の医用情報をアップロードするための操作を実行することで、携帯端末３
００が情報端末２００に医用情報をアップロードすることができる。情報端末２００は、
アップロードされた全ての医用情報を記憶回路２２に格納する。
【０１４０】
　携帯端末３００から全ての医用情報のアップロードが完了すると、操作者は、情報端末
２００と携帯端末３００との通信接続を切断するための操作を実行する。例えば、情報端
末２００が、タッチパネルに通信接続を解除する通信終了ボタンを表示させる。操作者は
、情報端末２００のタッチパネルに示された通信終了ボタンを押下することで、情報端末
２００と携帯端末３００との通信接続を切断する。
【０１４１】
　その後、セキュリティ処理機能２５７によるウイルスチェックが完了すると、制御機能
２５１が医用装置に通信接続の要求を送信することで、医用装置との間の通信接続が確立
される。なお、医用装置と情報端末２００との通信接続は、上記した超音波診断装置１０
０と情報端末２００との通信接続と同様に実施される。
【０１４２】
　医用装置と情報端末２００との通信接続が確立されると、操作者は、医用装置を操作し
て、被検体のデータを開く。例えば、操作者は、被検体の情報を登録するための画面や、
検査データの入力画面、電子カルテなどを開く。そして、操作者が、情報端末２００に記
憶された当該被検体の画像データや医用レポート等の医用情報を取得するための操作を医
用装置に対して実行すると、医用装置における処理回路は、情報端末２００に対して、医
用情報の転送要求を送信する。医用装置から医用情報の転送要求を受信すると、情報端末
２００の制御機能２５１は、医用情報、或いは、圧縮後の医用情報を医用装置に送信する
。
【０１４３】
　情報端末２００から医用情報を受信すると、医用装置における処理回路は、受信した医
用情報を自身の記憶回路に格納する。ここで、医用装置における処理回路は、被検体を一
意に特定するための識別子などを医用情報に対応付けて、記憶回路に格納する。
【０１４４】
　次に、第２の実施形態に係る医用システムにおける処理の流れについて説明する。図１
０は、第２の実施形態に係る医用システムにおける処理の流れを示すシーケンス図である
。なお、図１０においては、医用装置４００を含む医用システムにおける処理の流れにつ
いて示す。ここで、医用装置４００は、サーバ装置やワークテーションなどの情報処理装
置であってもよく、或いは、超音波診断装置１００などのモダリティであってもよい。
【０１４５】
　図１０に示すように、医用システムにおいては、携帯端末３００との通信開始ボタンの
押下が受け付けられると（ステップＳ３０１）、情報端末２００は、医用装置との通信接
続を遮断し、仮想的なアクセスポイントを作成して、認証情報を符号化して表示させる（
ステップＳ３０２）。携帯端末３００は、符号化された認証情報を読み取ることで認証情
報を取得し、取得した認証情報を情報端末２００に送信する（ステップＳ３０３）。
【０１４６】
　情報端末２００は、携帯端末３００から認証情報を受信すると、受信した認証情報と符
号化した認証情報とを比較することで、認証処理を実行する（ステップＳ３０４）。この
認証処理において認証情報が一致すると、医用システムでは、情報端末２００と携帯端末
３００との通信接続が開始される。
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【０１４７】
　通信接続が開始されると、情報端末２００は、アップロード画面のアドレスを符号化し
て表示させる（ステップＳ３０５）。携帯端末３００は、符号化されたアドレスを読み取
ることでアップロード画面のアドレスを取得し、取得したアドレスの閲覧要求を情報端末
２００に送信する。情報端末２００は、携帯端末３００から閲覧要求を受信すると、要求
に応じたアップロード画面を携帯端末３００に送信する。
【０１４８】
　携帯端末３００は、情報端末２００からアップロード画面を受信すると、被検体からの
操作を受け付けて、画像データや医用レポートなどのデータを情報端末２００に送信する
（ステップＳ３０６）。情報端末２００は、受信した全てのデータ（医用情報）を保存す
る（ステップＳ３０７）。そして、情報端末２００において携帯端末３００との通信を終
了させる通信終了ボタンの押下を受け付けると（ステップＳ３０８）、情報端末２００は
、携帯端末３００との接続を遮断して、ウイルスチェックを実行する（ステップＳ３０９
）。
【０１４９】
　ウイルスチェック後、医用装置４００が、通信開始ボタンの押下を受け付けると（ステ
ップＳ３１０）、仮想的なアクセスポイントを作成して情報端末２００との間の通信接続
を確立し、認証情報を表示する（ステップＳ３１１）。さらに、医用装置４００は、認証
情報の入力要求を情報端末２００に対して送信する。
【０１５０】
　情報端末２００は、認証情報の入力要求を受信すると、医用装置４００に表示された認
証情報の入力を受け付けることで、医用装置４００に対して認証情報を送信する（ステッ
プＳ３１２）。医用装置４００は、情報端末２００から認証情報を受信すると、受信した
認証情報と表示した認証情報とを比較することで、認証処理を実行する（ステップＳ３１
３）。この認証処理において認証情報が一致すると、医用システムでは、情報端末２００
と医用装置４００との通信接続が開始される。
【０１５１】
　その後、医用装置４００において、該当する被検体のデータが開かれ（ステップＳ３１
４）、医用情報の転送要求を送信される。医用装置４００から転送要求を受信すると、情
報端末２００は、画像データや医用レポートなどのデータを医用装置４００に送信する（
ステップＳ３１５）。医用装置４００は、受信した全てのデータを、該当する被検体のデ
ータに対応付けて保存する（ステップＳ３１６）。
【０１５２】
　上述したように、第２の実施形態では、情報端末２００は、携帯端末３００から転送さ
れた医用情報を記憶回路２２に記憶させ、記憶させた医用情報を医用装置４００に転送す
る。したがって、第２の実施形態に係る医用システムにおいては、被検体が有する携帯端
末に記憶された画像データや医用レポートなどの医用情報を、院内の医用装置４００にセ
キュアかつ容易に転送することを可能にする。
【０１５３】
　上述した実施形態では、単一の処理回路（処理回路２５及び処理回路１５０）によって
各処理機能が実現される場合の例を説明したが、実施形態はこれに限られない。例えば、
処理回路２５（及び処理回路１５０）は、複数の独立したプロセッサを組み合わせて構成
され、各プロセッサが各プログラムを実行することにより各処理機能を実現するものとし
ても構わない。また、処理回路２５（及び処理回路１５０）が有する各処理機能は、単一
又は複数の処理回路に適宜に分散又は統合されて実現されてもよい。
【０１５４】
　上述した実施形態において図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必
ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統
合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等
に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。更に
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、各装置にて行われる各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵ
にて解析実行されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハード
ウェアとして実現され得る。
【０１５５】
　また、上述した実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして
説明した処理の一部を手動的に行なうこともでき、或いは、手動的に行なわれるものとし
て説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行なうこともできる。この他、上
記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータやパラメータ
を含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１５６】
　なお、上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、ＣＰＵ（Centra
l　Processing　Unit）、ＧＰＵ（Graphics　Processing　Unit）、或いは、特定用途向
け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プログラマブ
ル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmable　Lo
gic　Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programmable　
Logic　Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field　Prog
rammable　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路２２
、記憶回路１４０に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。な
お、記憶回路２２、記憶回路１４０にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路
内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内
に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態
の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の
独立した回路を組み合わせて１つのプロセッサとして構成し、その機能を実現するように
してもよい。更に、各図における複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能
を実現するようにしてもよい。
【０１５７】
　ここで、上述した実施形態で説明した医用情報の転送方法は、予め用意された医用情報
の転送プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実
行することによって実現することができる。この医用情報の転送プログラムは、ＲＯＭ（
Read　Only　Memory）や記憶部等に予め組み込まれて提供される。なお、この医用情報の
転送プログラムは、これらの装置にインストール可能な形式又は実行可能な形式のファイ
ルでＣＤ（Compact　Disk）－ＲＯＭ、ＦＤ（Flexible　Disk）、ＣＤ－Ｒ（Recordable
）、ＤＶＤ（Digital　Versatile　Disk）等のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体に
記憶されて提供されてもよい。また、この医用情報の転送プログラムは、インターネット
等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納され、ネットワーク経由でダウンロ
ードされることにより提供又は配布されてもよい。例えば、この医用情報の転送プログラ
ムは、上述した各機能部を含むモジュールで構成される。実際のハードウェアとしては、
ＣＰＵが、ＲＯＭ等の記憶媒体からプログラムを読み出して実行することにより、各モジ
ュールが主記憶装置上にロードされて、主記憶装置上に生成される。
【０１５８】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、簡便に医用情報を提供することがで
きる。
【０１５９】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
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【０１６０】
　１　超音波診断システム
　１００　超音波診断装置
　２５、１５０　処理回路
　１５１、２５１　制御機能
　２５２　画像処理機能
　１５４、２５３　アクセスポイント機能
　２５４　サーバ機能
　１５７、２５５　符号化機能
　１５６、２５６　認証機能
　２５７　セキュリティ処理機能
　２００　情報端末
　３００　携帯端末

【図１】 【図２】
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